
町
花

町
木

を
植
え
よ
う
！
！

▼
花
い
っ
ぱ
い
推
進
強
調
年
度
を
設
定

昨
年
六
月
に
、
町
花
（
さ
つ
き
・

え
び
ね
）、
町
木
（
さ
く
ら
）
が

制
定
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
、
町
を

あ
げ
て
花
い
っ
ぱ
い
運
動
を
展
開

す
る
た
め
「
五
年
間
の
強
調
推
進

年
度
」
を
設
定
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
花
と
緑
を
愛
す
る
心
を
育
て

な
が
ら
、
環
境
を
美
し
く
潤
い
に

満
ち
た
ふ
る
さ
と
づ
く
り
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
す
。

行
政
で
は
、
施
設
の
周
辺
や
公

園
・
道
路
な
ど
の
公
有
地
を
行
い

ま
す
が
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
自
治

会
、
団
体
、
事
業
所
単
位
で
も
積

極
的
に
す
す
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。
第
一
次
年
度
（
平
成
五
～

七
年
）
で
は
、
花
壇
等
の
設
備
や

花
木
を
植
え
る
努
力
を
し
、
第
二

次
年
度
（
平
成
八
・
九
年
）
は
、

第
一
次
年
度
の
内
容
に
加
え
て
、

優
良
事
例
の
表
彰
や
推
進
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。町

花
町
木
に
限
ら
ず
、
四
季
の

草
花
の
植
栽
は
実
施
す
る
人
達
の

自
主
的
、
自
発
的
な
発
想
に
よ
る

計
画
と
内
容
で
実
施
す
る
も
の
で

す
が
、
特
に
「
植
え
っ
ぱ
な
し
」

に
な
ら
ず
計
画
的
、
継
続
的
な
管

理
を
実
行
し
て
行
く
こ
と
が
大
切

と
な
り
ま
す
。

町
で
は
、
花
壇
等
の
設
置
、
苗

木
・
種
子
代
な
ど
に
要
す
る
経
費

の
一
部
補
助
制
度
を
検
討
中
で
す
。

ま
た
啓
発
や
必
要
な
学
習
を
開
く

場
合
は
、
公
民
館
へ
申
し
出
て
い

た
だ
け
れ
ば
ご
支
援
す
る
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。

各
自
治
会
・
団
体
・
事
業
所
内

で
で
き
る
こ
と
を
前
向
き
に
話
し

合
っ
て
下
さ
い
。
み
ん
な
で
花
と

緑
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
潤
い
豊
か
な

ふ
る
さ
と
三
隅
を
す
す
め
ま
し
ょ

野猪被害防止対策事業費
補助金交付制度について

最近の甚だしいイノシシの被害に対し、町では今年
度から防護柵等の設置に要した経費の一部を補助する
ことにいたしました。
内容及び申請方法は次のとおりです。

１． 防護方法
トタン柵・電気牧柵器・網の三種類で、いずれも
５年以上の使用に耐えるものとし、木杭や竹杭の経
費は対象としない。
2. 対象農地
水田および畑（樹園地を含む）

３． 補 助 率
防護柵等に係る資材費の２分の１とする。

４． 申請方法
申請書に資材費の領収証と圃場図を添えて、産業
課農産係へ提出する。

５． 現地確認
申請があった圃場について、農業委員による現地
確認を行います。この確認が済むまで防護柵等はそ
のままにしておいてください。

６． そ の 他
今年度設置分から対象とする。
なお、今年度については、農業連絡員さんを通じて
９月30日までに提出してもらっていますが、まだの方
は至急産業課農産係（　４３－0080 ）まで連絡し
てください。

平成５年度山口県農業災害
緊急対策資金の借入れについて

本年６月からの長雨および台風等により被害を受け

られた農家に対して、次のとおり低利資金が融資され
ることになりました。
1. 借受資格者
総所得の５割以上が農業所得である農家で、次の
被害を受け、町長の認定を受けた者。

‾ 以上の被害

2. 貸付限度額

区　　分 貸付限度額（いずれか低い額）

被害率50/100以上 ５００万円又は被害額

被害率30/100以上 ３００万円又は被害額

被害率10/100以上 １５０万円又は被害額

3｡ 貸 付 利 率　　年３％
４． 償 還 期限　　４年（１年の据置期間を含む）
5. 貸 付期 間
平成５年９月16日から平成６年２月28日まで

6. 申　込　先
町長の認定書を添えて農協へ申し込んでくださ
い。


	page1

